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袋井の人・グループ紹介市政Q&A

地
方
財
政
健
全
化
法
で
見
る
市
の
財
政

財
政
健
全
化
法
に
よ
る

財
政
健
全
化
判
断
指
標
の
算
出

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
破
た
ん
を
未
然
に

防
ぎ
、
早
期
に
健
全
化
を
促
す
た
め
、
地
方

公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

（
財
政
健
全
化
法
）
が
昨
年
度
か
ら
施
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
法
律
に
基
づ
き
袋
井
市
で
も
、
財
政

経
営
の
健
全
度
合
い
を
示
す
健
全
化
判
断
比

率（
表
１
）と
、
公
営
企
業
の
経
営
健
全
度
合

い
を
示
す
資
金
不
足
比
率（
表
２
）を
算
出
し

ま
し
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

す
べ
て
の
判
断
指
標
で
基
準
値
内

財
政
の
健
全
性
を
確
保

　

平
成
20
年
度
決
算
に
基
づ
く
袋
井
市
の
健

全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
は
、
図
表
の

と
お
り
、
い
ず
れ
の
指
標
も
す
べ
て
健
全
化

基
準
を
満
た
し
て
お
り
、
市
財
政
の
健
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

今
後
の
見
通
し

　

起
債
を
活
用
し
た
事
業
に
よ
り
、
元
利
償

還
金
や
起
債
残
高
は
、
平
成
22
年
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
見
込
み
で
す
が
、
今
後
も
事
務
事

業
の
精
査
や
経
費
削
減
に
努
め
、
効
率
的
で

健
全
な
財
政
運
営
を
維
持
し
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
決
算
に
基
づ
く
、
市
の
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。
問
財
政
課
財
政
係　

☎
４
４

−

３
１
５
９【

用
語
の
説
明
】

①
実
質
赤
字
比
率

　

普
通
会
計（
一
般
会
計
と
土
地
取
得
特
別
会
計

を
合
わ
せ
た
会
計
）で
の
赤
字
の
比
率
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

普
通
会
計
と
公
営
事
業
会
計
を
合
わ
せ
た
全

会
計
で
の
赤
字
の
比
率
。

③
実
質
公
債
費
比
率

　

普
通
会
計
が
負
担
す
る
公
債
費
の
比
率
。

④
将
来
負
担
比
率

　

普
通
会
計
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質
的
な
負

債
の
比
率
。

⑤
資
金
不
足
比
率

　

公
営
企
業
会
計
の
事
業
規
模
に
対
す
る
資
金

不
足
額
の
割
合
。

資金不足
比率

経営健全化
基準

水道事業
会　　計

－
（該当なし）

20％

病院事業
会　　計

－
（該当なし）

簡易水道
事業会計

－
（該当なし）

公共下水道
事業会計

－
（該当なし）

農業集落
排水事業
特別会計

－
（該当なし）

■資金不足比率（表2）
◇資金不足を生じた公営企業はなかったた

め、資金不足率を「－」で表示。

袋井市はどの指標でも基準値内でした。

市の財政状況は健全です。

財政悪化　　財政良好　

　 　袋井市　 早期健全化基準 財政再生基準

①実質
　赤字比率

▼ ▼ ▼

②連結実質
　赤字比率

▼ ▼ ▼

③実質
　公債費比率

▼ ▼ ▼

④将来
　負担比率

▼ ▼

■健全化判断比率（表１） ◇袋井市の各指標を★で表示。

20.0%黒字（-3.45%）

黒字（-20.74%）

13.3％

105.7％

★

★

★

★

40.0%

35.0%

12.58%

17.58%

25.0%

350.0%

0%

0%

0%

0%
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■ 良好な景観を形成するための
具体的な取組み例

袋井市景観計画
袋井市景観条例

を策定しました

　袋井市は、美しい自然景観や遠州三山などの
歴史的資源などに恵まれ、特に、「農の風景」は、
特徴的な景観です。この個性豊かなまちの景観
を、市民・企業・行政が協働して、守り育てること
で、誇りの持てるふるさとを創出し、次世代に継
承していくため、この計画・条例を策定しました。
　計画・条例の概要をお知らせします。
問都市計画課計画係　☎44-3122　

◇平成22年4月1日以降に着工予定のある方
は、事前にお問い合わせください。

◇袋井市景観計画・袋井市景観条例の詳細
は、市役所2階情報公開コーナーや市ホーム
ページ(h t t p: / /w w w.c i t y. f u k u r o i .
shizuoka.jp/)でご覧いただけます。

◇美しく伸びやかで広がりのある田園景観との調和を図
りつつ、建築物等も中低層程度で構成されるまち並み
景観を維持するため、次のように定めます。

高さ
制限

色彩
制限

◇次の①～③に該当する場合には、工事などに着
手する予定日の30日以上前に届出をする必要が
あります。

①建築物及び工作物の新築、増築、改築で、高さ
が15ｍを超えるもの、または敷地面積が1,000
㎡以上のもの。

②建築物及び工作物の外観を変更することとなる
修繕もしくは模様替または、色彩の変更で、高
さが15ｍを超えるもの、または敷地面積が
1,000㎡以上のもの、かつ外観の変更に係わる
見付面積が2分の1以上のもの。

③建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す
る目的で行なう土地の区画形質の変更など

市への届出が必要なもの建築物と工作物の高さ・色彩の制限

■ 良好な景観形成を保つため、高さや色彩の規制を行います

基本
目標

計画
区域

基本
方針

①美しい自然景観や農の風景を保全・活用する。
②歴史・文化的な景観を保全・活用する。
③魅力あるまち並み景観を創出する。

④自然景観やまち並み景観
と調和する公共施設景観
を創出する。

⑤市民がいきいきと住み続
けられる景観を演出する。

良好な景観を形成していくため、市全域を景観
計画区域とします。

■ 良好な景観を形成するための基本目標など

◇地区景観まちづくり協議会の認定支援
　　一定の地区において良好な

景観づくりに取り組む団体を
認定し、支援します。

◇眺望地点の指定
　　丘陵地や田園など、袋井市特有の景観を眺望でき

る地点を眺望地点として指定します。

◇表彰、助成など
　　良好な景観を形成していると認められる建築物、

工作物などの所有者や、良好な景観形成のために活
動する団体などを表彰します。今井地区の田園風景

・建築物や工作物の外観の色彩は、自然景観
や田園景観と調和するよう、高彩度色（派
手な色）の使用を制限します。詳しくは、
都市計画課へお問い合わせください。

◇表面を着色していないなど、素材本来が持つ
色彩の場合や見付面積（※）の10分の１未満の
範囲の場合は、制限の対象とはなりません。

・市内全域について、建築物及び工作物の高
さの限度を20mとします。

◇市都市計画マスタープランで定める中心核
（袋井北四町地区を除く）や小笠山総合運動
公園区域、商業地域、工業専用地域、公共
事業に伴う施設で市長が認める場合は、制
限の対象とはなりません。

平成22年4月1日施行

（※）見付面積…1つの方向から見える建築物や工作物の壁面
などの面積

「緑と水と歴史とまち並みが調和する
美しい健康文化都市　ふくろい」




